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午後３時 30 分開会  

○若年支援課長 本日の傍聴人等をご案内します。本日でございますが報道関係者はおりませ

ん。傍聴人は９人となってございます。それでは傍聴人を案内いたします。  

（傍聴人入室）  

○若年支援課長 それでは、審議会を始めさせていただきます。現在ご出席いただいておりま

す委員の方は 18 名で、条例第 24 条第１項に定めます審議会の開催に必要な定足数に達して

おりますことをご報告申し上げます。  

○若年支援担当部長 それでは会長、議事進行をよろしくお願いいたします。  

○会長 では、ただ今から「第 721 回東京都青少年健全育成審議会」を開催いたします。お手

元の議事次第に従いまして議事進行を行ってまいります。それでは議事の２「条例に基づく

事務の施行経過」について、事務局から説明をお願いいたします。  

○若年支援課長 条例に基づく事務の施行経過等について説明いたします。「次第」と書かれて

おります資料の表紙をおめくりいただき、１ページをご覧いただきたいと存じます。前回の

審議会以降の 11 月９日から 12 月 13 日までに実施いたしました、本審議会事務局の動きを

まとめたものでございます。  

前回審議会のご意見を踏まえまして、不健全図書類の指定については１誌を指定図書類と

すること、１作品を優良映画として推奨することを決定いたしました。  

11 月 12 日にプレス発表、店舗及び関係団体等への周知を行い、不健全図書については 11

月 13 日に告示、優良映画については 11 月 17 日に公告いたしました。  

また青少年やその保護者等を対象に「ファミリ e ルール講座」を合計 59 回開催いたしま

した。  

また本日の審議会に先立ちまして、12 月９日に、出版業界自主規制団体との打合せ会を実

施し、本日諮問いたします図書類に関するご意見を頂いております。  

 

意見聴取の内容は「自主規制団体からの聞き取り結果」としてまとめ、調査・審議事項の

資料に添付しております。  

２ページには、過去１年間の不健全図書類の指定実績を、３ページには、過去１年間の優

良映画の推奨実績を載せてございます。  

不健全図書については、過去１年間以内に不健全指定を６回受けた場合に、事業者に対し
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勧告をする制度がございますが、累回指定による勧告の対象社は今月もございません。  

続きまして４ページをご覧いただきたいと存じます。こちらは都が委嘱しております、東

京都青少年健全育成協力員の 11 月分の活動状況でございます。11 月までに委嘱しておりま

す協力員は 656 名です。11 月の活動者数は 98 名、調査店舗数は 502 店舗でございました。 

確認する図書類は、不健全図書として指定した図書類「不健全指定図書類」、「成人向け」

などの成人マーク付きの図書類の「表示図書類」、青い半透明のシールで止めることで青少年

が容易に閲覧できない措置がされた、小口シール止め誌の「類似図書類」の３種類です。  

この３種類の図書類について、協力員の調査結果をそれぞれ表に示してございます。  

まず不健全図書として指定した図書類の区分陳列が適切になされていない店舗が１店舗ご

ざいました。  

また表示図書類の区分陳列が適切に行われていない店舗が１店舗ございました。  

類似図書類につきましては、問題のある店舗はございませんでした。  

また青少年への販売等を制限する制限掲示がなかった店舗が１店舗ございました。  

次に、不健全指定図書類に関する通報等に基づく立入状況調査でございますが、協力員に

より、不健全図書に関する報告があった書店が１店舗ございました。資料に記載はございま

せんが、12 月に立入調査を実施し、条例を順守するように指導をしております。  

５ページをご覧いただきたいと存じます。都の職員による独自の立入調査等の実施状況を

記載してございます。  

1 番目の表、書店等への立入調査では、指定図書類の取り扱い不適切が４店舗ございまし

た。  

２番目の表、映像ソフト・ゲームソフト専門店等への立入調査では、問題のある店舗はご

ざいませんでした。  

３番目の表、カラオケボックス、漫画喫茶等への実態調査は今月は実施してございません。  

４番目の表、古物商への立入調査では問題のある店舗はございませんでした。  

問題があった店舗につきましては、その場での是正措置を含め、条例を順守するよう指導

いたしました。  

６ページをご覧いただきたいと存じます。雑誌・ビデオ類等に関する自動販売機の届出等

の施行状況についてですが、先月と変動はございません。  

自動販売機立入調査につきましては、今月は実施をいたしてございません。  
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事務の施行経過については以上でございます。  

○会長 説明ありがとうございました。  

  ただ今の説明について、ご質問等がございましたらお願いします。  

  それではご質問がございませんので、調査・審議事項に移りたいと思います。  

  本日は不健全図書類の指定についての諮問でございます。よろしくお願いいたします。  

 調査・審議事項は非公開となりますので、委員、事務局職員以外の方はこの段階でご退出

をお願いいたします。  

（傍聴人退出）  

○会長 それでは再開いたします。本日の諮問事項につきまして、事務局から説明をお願いい

たします。  

○若年支援課長 それでは本日の諮問事項についてご説明いたします。皆さまのお手元の資料

のうち「調査・審議事項」と記載されております資料に沿って、ご説明いたします。  

  計１誌の不健全図書類の指定についての諮問でございます。  

 「調査・審議事項」と記載されております資料の表紙をおめくりいただき、１ページをご

覧いただきたいと存じます。諮問第 1148 号でございます。  

  ２ページをご覧いただきたいと存じます。諮問図書類及び指定基準該当箇所一覧でござい

ます。こちらに記載されました図書類は、令和２年 10 月 22 日から令和２年 11 月 27 日まで

の間に、都内のコンビニ・書店等で、青少年が容易に手に取り閲覧できる場所に陳列されて

いるものから購入いたしました、計 110 誌のうちから、７ページ８ページに記載をしてござ

います、条例施行規則第 15 条の指定基準に基づきまして、指定図書類の候補として選定し

たものでございます。  

  図書名が「DAITO COMICS BL シリーズ『愛欲調教』」令和２年 12 月５日付で「株式会

社 秋水社」より発行をされております。過去１年間の指定は２回です。  

  該当箇所につきましては、全編大部分でございます。  

  該当指定基準は、施行規則第 15 条第１項第１号イ、ロ、著しく性的感情を刺激し、青少

年の健全な成長を阻害するおそれがあるものでございます。  

 購入場所は書店でございます。  

  本審議会の諮問に先立ちまして、12 月９日に自主規制団体から意見を聴取して、３ページ

に取りまとめてございます。  
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  ３ページをご覧いただきたいと存じます。  

  当日は 16 名の方が出席されました。  

  自主規制団体のご意見としましては「指定やむなし」の意見が８名です。その主な内容は、

「タイトルに『調教』とあり、目につきやすい。前半は薬物の使用、拘束、本人の意思に反

する性行為など、人格否定要素が見受けられる。後半には擬音、精液描写が激しい性行為の

描写が多い。性器は輪郭が分かるものもあるが、角度を付けたり、引きの絵で分かりづらく

するなど、配慮がうかがえる部分もある。全編大部分とは言いがたいが、指定該当やむなし」

などでございます。  

  「指定非該当」の方は１名で、その主な内容は、「器具の使用は気になるが、全編大部分と

いうほどの卑わいな描写ではない。修整も配慮が見られるので許容範囲。指定非該当」など

でございます。なお保留の方が６名、関連会社のため意見表明なしの方が１名おられました。  

  説明は以上でございます。  

○会長 ありがとうございました。  

  ただ今の事務局からの説明についてご質問ございますか。特によろしければ、調査に入っ

ていただきたいと思います。よろしくお願いします。  

（図書審査）  

○会長 それでは皆さま図書をご覧いただけたようですので、各委員からご意見をお伺いして

まいります。ではまず、川西委員からお願いいたします。  

○川西委員 全般的に性交シーンが多く、拘束、器具が使用されるシーンがあって人格否定が

見られる。また、体液表現が多く、性行為あるいは性交類似行為がリアルで、卑わい感が強

いと感じることから、指定該当と判断します。以上です。  

○会長 ありがとうございます。次にＩ委員、お願いします。  

○Ｉ委員 「調教」という言葉から推察できるように、薬物や道具を使う、器具を使って人を

支配するような場面が多く見られます。こういうことは人格否定を否めません。また擬音そ

のほか体液描写も卑わいなものが多く、指定該当でお願いいたします。  

○会長 ありがとうございます。次にＥ委員、お願いいたします。  

○Ｅ委員 性器の修整はなされているものの、薬物や器具を使用し、人格を否定した性行為や

性描写があり、また擬音、体液の描写も非常に多いので、指定該当でお願いします。  

○会長 ありがとうございます。次にＧ委員、お願いいたします。  
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○Ｇ委員 大変卑わいなもので、青少年に見せるわけにはいかないと思いますので、区分陳列

でお願いします。  

○会長 ありがとうございます。では次に加藤英典委員、お願いいたします。  

○加藤（英）委員 全体的に性描写が多いということと、薬物や器具などの使用ということで、

人格否定的な面も見られますので、指定該当がふさわしいと思います。以上です。  

○会長 ありがとうございます。次にＢ委員、お願いいたします。  

○Ｂ委員 指定該当がふさわしいと思います。性描写の頻度、体液描写の多さ、薬物の使用、

そういった点が問題だと思います。以上です。  

○会長 ありがとうございます。では次に新内委員、お願いいたします。  

○新内委員 指定該当でお願いしたいと思います。全般にわたって性交シーンが多いというこ

とと、人格否定的な表現も見受けられましたので、指定該当がふさわしいと思います。以上

です。  

○会長 ありがとうございます。それでは次にＦ委員、お願いいたします。  

○Ｆ委員 全般にわたりまして、性交シーンが多いと感じました。擬音、体液表現が多く、激

しい描写がされております。調教とあるとおり、強制的なセックス描写で青少年向きとは思

いません。指定該当でお願いいたします。  

○会長 ありがとうございます。次にＨ委員、お願いいたします。  

○Ｈ委員 指定該当と思います。以上です。  

○会長 ありがとうございます。ではＣ委員、お願いいたします。  

○Ｃ委員 全般的にわたって性描写や危険行為が多く見られ、青少年に見せるべきではない内

容が多くございますので、指定該当でお願いいたします。以上です。  

○会長 ありがとうございました。次に小澤委員、お願いいたします。  

○小澤委員 指定該当でお願いいたします。本人の意思に反する行為ということで人格否定要

素が強く見受けられること、また擬音、体液描写等も強い卑わい感を感じますので、指定該

当でお願いいたします。  

○会長 ありがとうございます。では次にＡ委員、お願いいたします。  

○Ａ委員 成人向け図書だと思います。  

○会長 ありがとうございます。それでは次に髙島委員、お願いいたします。  

○髙島委員 指定該当でお願いしたいと思います。やはり「調教」というこの言葉のとおり、
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人格否定的な内容だと思います。以上です。  

○会長 ありがとうございます。その次に山本委員、お願いいたします。  

○山本委員 全体的に強制的な性行為が続いていること。また薬物や器具の使用もあること。

擬音、体液描写も多いということで、青少年の健全な育成を阻害するものと考えますので、

指定該当でお願いします。  

○会長 ありがとうございました。次にＤ委員、お願いいたします。  

○Ｄ委員 この本は、帯が付いていますでしょう。本の下のほうに巻いてあるその中に「この

作品はアダルトな表現を含みます。18 歳以上の方に推奨します」というのが小さく書かれて

います。「18 歳以上の方に推奨します」という帯に付けられているのに、成人図書、18 禁に

はなっていません。本の帯に表現がこういうかたちで付いてるということは、つまり青少年

にはやはりふさわしくないと取れると思います。読めば分かりますけども、人格を否定した

り、薬物使ったり、まあ擬音体液の部分も含めてですね。描写はやはり多いんですね。ただ、

「打合せ会」で、半分ぐらいがこれを指定該当ではないとしているのは、やはり作者がその、

性交シーンはあるんですけども、なるべく局部とかそういう性交をぼかす配慮をしていると

いうことは言えると思うんですね。また全体のストーリーとかは考えられてるとは思います。

やはり帯にこのような指摘がなされている以上は、成人図書にすべきなんじゃないかと思い

ます。以上から、区分陳列の対象だと判断いたします。  

○会長 ありがとうございました。では次にＪ委員、お願いいたします。  

○Ｊ委員 私も指定該当でお願いいたします。以上です。  

○会長 ありがとうございました。最後に会長代理、お願いいたします。  

○会長代理 本人の意思に反する性行為、それから精液などを含めた激しい性行為の描写とい

うことで、指定該当でお願いしたいと思います、これは先ほどＤ委員からもお話ありました

けど、帯に「アダルトな表現を含みます」と書いてあります。「打合せ会」の意見を見ますと、

それが自主的ゾーニングだから考慮に値するというふうな、そんな意見もありますが、これ

はもう条例に抵触するものだと思います。  

○会長 ありがとうございました。ではあとは私からですが、私も「調教」という表現に表さ

れているように、かなり一方的、強制的な性行為、それを薬物を使ったり器具を使ったりと

いうことで表現されているように思います。青少年に見せてはいけない図書だと思います。

区分陳列でお願いしたいと思います。  
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では以上で皆さまのご意見を伺いましたので、全員指定該当でということで答申をまとめ

たいと思います。よろしいでしょうか。  

（「はい」の声あり）  

それでは１誌指定ということで、答申いたします。  

では事務局からほかに連絡事項がありましたらお願いします。  

○若年支援課長 11 ページをご覧いただきたいと存じます。  

都民の申出の 11 月処理分でございます。メールによるものが 1 件ございました。内容と

いたしましては、不健全図書類の指定に関するもので「市販されている漫画で、深夜アニメ

や PG12 指定の映画にもなっている作品に、女性や子供が惨殺されたり、人肉を食むなどの

描写があり、判断力のない若年層の模倣による残虐事件につながらないだろうかと心配にな

る」という内容の申出でございました。  

  事務局において当該図書類を確認したところ、一家が惨殺される場面や首を切られる場面、

戦闘場面等があるものの、これまでの指定図書類と比較して甚だしく残虐性を助長するもの

とは言えないため、条例施行規則第 15 条第１項の指定基準に該当するものとは言えず、不

健全図書類として諮問するには至らないものと判断をいたしました。  

  ご意見ご質問等がございましたらお伺いしたいと存じます。いかがでございましょうか。  

  よろしいでしょうか。都民の申出は以上でございます。  

なお次回審議会に諮問予定の映画はございません。  

 事務局からは以上でございます。  

○会長 本日の調査・審議事項全体について何か質問等がございますか。  

○Ｄ委員 一つだけ。再来年の 4 月から、ご存知の方もいらっしゃると思いますけど、民法が

改正になって、18 歳が成人になるんですね。2022 年の４月１日からの施行なんですが、も

ちろん選挙権とか契約とか、そういうのは大人の扱いになって、18 歳からが大人になるんで

すけども、飲酒とか喫煙とかギャンブルは今まで通りなんですよ、つまり 20 歳から。で、

18 歳で成人にしながら今まで通りの制限、制約が保持される。その中でちょっと私、気にな

ったのは、出版界ではすでにこの 18 禁というのは、このコミック本なんかにあるんですけ

ども、他にも成人図書とか成年コミックという表示があるんですね。これはどう考えたらい

いのかっていうんで、業界なんかでちょっと問題になったりするんですけども、私は 18 歳

というので妥当だろうということで考えてはいるんですけども、これに関しての政府なりの
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見解は、まだこういう出版物とか映画なんかには出されてないと思うんですね。ところが飲

酒、喫煙、ギャンブルに関しては、もうこれは 18 歳じゃなくて、20 歳だということで今ま

で通りを維持するということできているんですね。だからその辺のことを考えますと、18 歳

と 20 歳という年齢差を考えるときに、今後どういうふうにわれわれの業界で取っていった

らいいんだろうか、その辺については業界の中でまた審議したり意見交換したりすることに

なると思いますけども、東京都のほうにはそういうかたちでの何らかの行政からの意向みた

いなものは入ってるんでしょうか。  

○会長 事務局で何かございましたらお願いします。  

○若年支援課長 青少年という位置付けですけれども、青少年健全育成条例では「18 歳未満の

者をいう」ということになっておりまして、これについて国のほうからの話というのは現在

のところございません。  

○会長 よろしいでしょうか。  

○Ｄ委員 ご存知だと思いますが、世界の潮流からしますと、もう 18 歳が大体成人、先進国

なんかほとんどの国がもう 18 歳なんですよね。一部 20 歳とか 21 歳とかありますけども。

そういう中で日本がやはり飲酒とか喫煙とかギャンブル等をやはり 20 歳以上にする、して

いるというのは、これは国の政策、行政の意図はあると、考えられます。  

その性表現に関する 18 歳と 20 歳の考え方っていうのに関しては、ご異論がある方もいら

っしゃると思いますけども、一応これからまた業界内で審議した上で、決まりましたらお伝

えしたいと思います。  

○会長 ありがとうございました。この件よろしいですね。東京都の青少年健全育成条例にお

いては、18 歳未満を対象に不健全図書は販売できないという、区分陳列にするということに

なっていますので、直ちに何らかの影響を受けるものではないと考えられると思っています。 

ほかに何かございますか。  

  それでは以上で調査・審議事項は終了となります。  

  傍聴人の方が再入室されるため、図書名が分かる資料はしまっていただきますようお願い

いたします。  

（傍聴人入室）  

  それでは議事を再開いたします。事務局からご説明をお願いします。  

○若年支援課長 まず本日の審議ですが、不健全図書１誌について諮問を行い、１誌を東京都
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青少年の健全な育成に関する条例第８条第１項に該当する不健全な図書類として指定するこ

とが適当であるという答申となりました。  

  告示予定日は令和２年 12 月 18 日金曜日、プレス発表は告示日前日の令和２年 12 月 17 日

木曜日となります。告示日もしくは告示日の前日まで不健全図書類の名称の公開をお控えい

ただくよう、重ねてお願い申し上げます。  

  最後に、次回の審議会についてご案内いたします、令和３年１月 12 日火曜日の 15 時 30

分から、場所は今回と同じこの会場を予定してございます。以上でございます。  

○会長 それでは、本日の審議会はこれで終了させていただきます。この１年間いろいろとご

議論をいただきましてありがとうございました。明年がコロナウイルスが何とか拡大が収ま

りながら迎えられる年になってくれればいいと思います。また明年もよろしくお願いいたし

ます。ありがとうございました。  

午後４時 15 分閉会  


